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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像の中からユーザによる嗜好度が高い画像が表示されるように制御する画像表
示制御装置であって、
　画像の鑑賞履歴の時間に関するデータを求め、前記画像の鑑賞履歴の時間に関するデー
タに基づいて、前記画像の前記嗜好度を求める嗜好度算出部と、
　前記画像の前記嗜好度及び前記画像の撮影日／保存日のデータが記録される画像情報格
納部と、
　前記画像の嗜好度に基づいて、前記嗜好度が高い画像が表示されるように制御する表示
制御部と、
　音楽の鑑賞時期及び鑑賞回数のデータが記録される音楽情報格納部と、
　前記画像の撮影日／保存日のデータと、前記音楽の鑑賞時期及び鑑賞回数のデータとに
基づいて、表示される画像の前記撮影日／保存日を含む予め設定された所定期間における
前記鑑賞回数が多い上位の予め設定された順位までの音楽を前記音楽情報格納部から選択
し、前記選択された音楽が前記画像の表示とともに再生されるように制御する再生制御部
とを備え、
　前記画像の鑑賞履歴の時間に関するデータは、前記画像が鑑賞された時間である
　ことを特徴とする画像表示制御装置。
【請求項２】
　　請求項１記載の画像表示制御装置において、
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　前記画像の鑑賞履歴の時間に関するデータには、前記画像が鑑賞された時間のデータに
加えて、前記画像が鑑賞されていない時間のデータが含まれ、
　　前記画像の嗜好度には、前記画像の新鮮度が含まれる
　ことを特徴とする画像表示制御装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の画像表示制御装置において、
　前記画像が鑑賞された時間とは、前記画像がサムネイル表示された状態から拡大して表
示された状態にかわったときに開始され、前記画像が前記拡大して表示された状態からサ
ムネイル表示の状態にかわったときに終了する時間である
　　　　ことを特徴とする画像表示制御装置。
【請求項４】
　　請求項２記載の画像表示制御装置において、
　　前記画像が鑑賞されていない時間とは、鑑賞された実績がある前記画像を対象として
、前回鑑賞されたときから前記画像表示制御装置が起動されたときまでの時間である
　　ことを特徴とする画像表示制御装置。
【請求項５】
　　請求項１から４のいずれか１項に記載の画像表示制御装置において、
　　前記画像の１回の鑑賞による前記画像の嗜好度の上昇量には、上限が設定されている
　　ことを特徴とする画像表示制御装置。
【請求項６】
　　請求項１から４のいずれか１項に記載の画像表示制御装置において、
　前記画像の嗜好度は、前記画像が鑑賞された時間と、前記画像が初めて鑑賞されてから
の経過時間を変数とする単調減少関数に基づいて、求められる
　ことを特徴とする画像表示制御装置。
【請求項７】
　　請求項１から６のいずれか１項に記載の画像表示制御装置において、
　　前記再生制御部は、画像の撮影日／保存日又は鑑賞時期のデータと、音楽の鑑賞時期
のデータとに基づいて、表示される画像の前記撮影日／保存日又は前記鑑賞時期に対して
前記鑑賞時期が対応する音楽が前記画像の表示とともに再生されるように制御する
　ことを特徴とする画像表示制御装置。
【請求項８】
　　請求項１から７のいずれか１項に記載の画像表示制御装置において、
　　前記再生制御部は、画像に関する撮影日／保存日、撮影場所、及びコメントを含む画
像属性データと、音楽に関する曲名、歌手、歌詞、作曲者、作詞者、発売日を含む音楽属
性データとに基づいて、表示される画像の前記画像属性データに対して前記音楽属性デー
タが一致／対応する音楽が前記画像の表示とともに再生されるように制御する
　　ことを特徴とする画像表示制御装置。
【請求項９】
　　請求項１から８のいずれか１項に記載の画像表示制御装置において、
　　前記再生制御部は、画像の撮影日／保存日又は鑑賞時期のデータと、音楽のヒットし
た時期のデータとに基づいて、表示される画像の前記撮影日／保存日又は前記鑑賞時期に
対して前記ヒットした時期が対応する音楽が前記画像の表示とともに再生されるように制
御する
　　ことを特徴とする画像表示制御装置。
【請求項１０】
　　請求項１から８のいずれか１項に記載の画像表示制御装置において、
　　前記表示制御部は、表示された複数の撮影日又は保存日の候補の中から一の撮影日又
は保存日が指定されると、前記指定された撮影日又は保存日の画像が選択されることが可
能な表示となるように制御し、
　　前記嗜好度算出部は、前記画像の鑑賞履歴の時間に関するデータに基づいて、前記画
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像の前記嗜好度を求め、前記撮影日又は保存日が同じ前記画像の前記嗜好度の平均値に基
づいて、前記撮影日又は保存日を前記候補に入れるか否かを決定する
　　ことを特徴とする画像表示制御装置。
【請求項１１】
　　請求項１から８のいずれか１項に記載の画像表示制御装置において、
　　前記表示制御部は、表示された複数の撮影日又は保存日の候補の中から一の撮影日又
は保存日が指定されると、前記指定された撮影日又は保存日の画像が選択されることが可
能な表示となるように制御し、
　　前記嗜好度算出部は、前記撮影日又は保存日が同じ前記画像の数に占める鑑賞実績が
ある前記画像の数に基づいて、前記撮影日又は保存日を前記候補に入れるか否かを決定す
る
　　ことを特徴とする画像表示制御装置。
【請求項１２】
　画像情報格納部、嗜好度算出部、表示制御部、音楽情報格納部、再生制御部を備え、複
数の画像の中からユーザによる嗜好度が高い画像を優先的に表示する画像表示制御装置に
よる画像表示方法であって、
　画像の撮影日／保存日のデータを前記画像情報格納部に記録するステップと
　画像が鑑賞された時間を計測するステップと、
　前記画像が鑑賞された時間に基づいて、前記画像の前記嗜好度を前記嗜好度算出部によ
り算出するステップと、
　前記画像の嗜好度のデータを前記画像情報格納部に記録するステップと、
　前記画像の嗜好度に基づいて、前記嗜好度が高い画像が優先的に表示されるように前記
表示制御部により制御するステップと、
　音楽の鑑賞時期及び鑑賞回数のデータを前記音楽情報格納部に記録するステップと、
　前記画像の撮影日／保存日のデータと、前記音楽の鑑賞時期及び鑑賞回数のデータとに
基づいて、表示される画像の前記撮影日／保存日を含む予め設定された所定期間における
前記鑑賞回数が多い上位の予め設定された順位までの音楽を前記音楽情報格納部から選択
し、前記選択された音楽が前記画像の表示とともに再生されるように前記再生制御部によ
り制御するステップと
　　を備えたことを特徴とする画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示制御装置及び画像表示方法に関し、特に、複数の画像の中からユー
ザの嗜好が反映された画像が表示されるように制御する画像表示制御装置、及び複数の画
像の中からユーザの嗜好が反映された画像を表示する画像表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディジタルカメラやカメラ付き携帯電話機等の普及に伴い、家庭において、ディジタル
画像がパソコンのような画像表示装置を通じて鑑賞される機会が増えている。ディジタル
カメラ等で撮影された画像は、パソコン等の記憶装置に蓄積されるが、蓄積された画像の
枚数が増加すると、記憶装置の中から、ユーザが見たいと思う画像を検索することが困難
になる。
【０００３】
　画像データが蓄積された画像蓄積装置の中からユーザが何らかの関心を持った画像を容
易に検索できるものとして、特開２００３－１４１５０４号公報（特許文献１）に記載さ
れた技術が知られている。同公報には、表示部に表示されるサムネイルの一つを操作部に
より選択し、画像の鑑賞、印刷、送信等の操作を行うとその情報が自動で蓄積されること
、及び、その操作内容が画像情報に関連付けて記憶され、後日の検索キーとなることが記
載されている。
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【０００４】
　なお、特開２００１－７９２６２号公報（特許文献２）には、起動する毎に、蓄積され
た履歴情報を基に起動画像の描画データを作成して表示すること，履歴情報としては、シ
ステム開始時刻、ゲームを実行していないアイドル時間、アプリケーションの起動回数、
および、アプリケーションの起動時刻などが挙げられることが記載されている。
【０００５】
【特許文献１】
特開２００３－１４１５０４号公報
【特許文献２】
特開２００１－７９２６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
［０００６］
　上記特許文献１の技術によれば、ユーザが画像を選択したか否かだけの「０か１か」の
判断結果に基づいて、画像情報を蓄積する画像（ユーザが関心を持った画像）を特定して
いる。従って、本来はユーザが関心を持った画像では無いのにもかかわらず、間違って選
択した場合、直ぐに他の画像を選択し直した場合でも、ユーザが関心を持った画像である
と誤認識されてしまう。
［０００７］
　また、画像によってユーザの好み度は異なるはずであるが、上記特許文献１の技術では
、好み度の差が反映されないので、好み度の高い画像から表示する等の画像を表示すると
きの工夫もできない。
［０００８］
　本発明が解決しようとする課題には、上記した問題が一例として挙げられる。
［０００９］
　本発明の目的の一つは、複数の画像の中からユーザの嗜好が反映された画像が表示され
るように制御可能な画像表示制御装置を提供することである。
　本発明の他の目的の一つは、複数の画像の中からユーザの嗜好が反映された画像が容易
に検索されて表示されるように制御可能な画像表示制御装置を提供することである。
　本発明の更に他の目的の一つは、複数の画像の中からユーザの嗜好が反映された画像を
表示する画像表示方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
［００１０］
　請求項１に記載の発明は、複数の画像の中からユーザによる嗜好度が高い画像が表示さ
れるように制御する画像表示制御装置であって、画像の鑑賞履歴の時間に関するデータに
基づいて、前記画像の前記嗜好度を求め、前記画像の嗜好度に基づいて、前記嗜好度が高
い画像が表示されるように制御し、画像の撮影日／保存日のデータと、音楽の鑑賞時期及
び鑑賞回数のデータとに基づいて、表示される画像の前記撮影日／保存日を含む所定期間
に前記鑑賞回数が多い音楽が前記画像の表示とともに再生されるように制御することを特
徴とする。
［００１１］
　請求項１２に記載の発明は、複数の画像の中からユーザによる嗜好度が高い画像が表示
されるように制御する画像表示制御装置であって、表示された複数の撮影日又は保存日の
候補の中から一の撮影日又は保存日が指定されると、前記指定された撮影日又は保存日の
画像が選択されることが可能な表示となるように制御し、前記画像の鑑賞履歴の時間に関
するデータに基づいて、前記画像の前記嗜好度を求め、前記撮影日又は保存日が同じ前記
画像の前記嗜好度の平均値に基づいて、前記撮影日又は保存日を前記候補に入れるか否か
を決定することを特徴としている。
［００１２］
　請求項１３に記載の発明は、複数の画像の中からユーザによる嗜好度が高い画像が表示
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されるように制御する画像表示制御装置であって、表示された複数の撮影日又は保存日の
候補の中から一の撮影日又は保存日が指定されると、前記指定された撮影日又は保存日の
画像が選択されることが可能な表示となるように制御し、前記画像の鑑賞実績を示すデー
タに基づいて、前記撮影日又は保存日が同じ前記画像の数に占める前記鑑賞実績がある前
記画像の数に基づいて、前記撮影日又は保存日を前記候補に入れるか否かを決定すること
を特徴としている。
［００１３］
　請求項１４に記載の発明は、複数の画像の中からユーザによる嗜好度が高い画像を優先
的に表示する画像表示方法であって、画像の鑑賞履歴の時間に関するデータに基づいて、
前記画像の前記嗜好度を求めるステップと、前記画像の嗜好度に基づいて、前記嗜好度が
高い画像を優先的に表示するステップと、画像の撮影日／保存日のデータと、音楽の鑑賞
時期及び鑑賞回数のデータとに基づいて、表示される画像の前記撮影日／保存日を含む所
定期間に前記鑑賞回数が多い音楽を前記画像の表示とともに再生するステップとを備えた
ことを特徴としている。
【図面の簡単な説明】
［００１４］
　［図１］図１は、本発明の画像表示制御装置の第１実施形態が適用される画像表示装置
の全体ブロック図である。
　［図２］図２は、本発明の画像表示制御装置の第１実施形態が適用される画像表示装置
の表示／出力部の一表示例を示す図である。
　［図３］図３は、本発明の画像表示制御装置の第１実施形態が適用される画像表示装置
の表示／出力部の他の表示例を示す図である。
　［図４］図４は、本発明の画像表示制御装置の第１実施形態が適用される画像表示装置
の表示／出力部の更に他の表示例を示す図である。
　［図５］図５は、本発明の画像表示制御装置の第１実施形態が適用される画像表示装置
の表示／出力部の更に他の表示例を示す図である。
　［図６］図６は、本発明の画像表示制御装置の第１実施形態が適用される画像表示装置
の表示／出力部の更に他の表示例を示す図である。
　［図７］図７は、本発明の画像表示制御装置の第１実施形態が適用される画像表示装置
の表示／出力部の更に他の表示例を示す図である。
　［図８］図８は、本発明の画像表示制御装置の第１実施形態が適用される画像表示装置
の動作アルゴリズムを示すフローチャートである。
【図９】図９は、本発明の画像表示制御装置の第１実施形態が適用される画像表示装置の
表示モード選択アルゴリズムを示すフローチャートである。
【図１０】図１０は、本発明の画像表示制御装置の第１実施形態が適用される画像表示装
置の嗜好レベル更新アルゴリズムを示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、本発明の画像表示制御装置の第１実施形態が適用される画像表示装
置の嗜好レベルの変化を示すグラフである。
【図１２】図１２は、本発明の画像表示制御装置の第１実施形態が適用される画像表示装
置の画像情報データベースを示す図である。
【図１３】図１３は、本発明の画像表示制御装置の第１実施形態が適用される画像表示装
置の画像情報データベース及び嗜好レベルデータベースを示す図である。
【図１４】図１４は、本発明の画像表示制御装置の第２実施形態が適用される画像表示装
置の動作アルゴリズムを示すフローチャートである。
【図１５】図１５は、本発明の画像表示制御装置の第２実施形態が適用される画像表示装
置の嗜好レベル更新アルゴリズムの一部を示すフローチャートである。
【図１６】図１６は、本発明の画像表示制御装置の第２実施形態が適用される画像表示装
置の嗜好レベル更新アルゴリズムの他の一部を示すフローチャートである。
【図１７】図１７は、本発明の画像表示制御装置の第２実施形態が適用される画像表示装
置の嗜好レベルの変化を示すグラフである。
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【図１８】図１８は、本発明の画像表示制御装置の第２実施形態が適用される画像表示装
置の画像情報データベース及び嗜好レベルデータベースを示す図である。
【図１９】図１９は、本発明の画像表示制御装置の第３実施形態が適用される画像表示装
置の表示／出力部の一表示例を示す図である。
【図２０】図２０は、本発明の画像表示制御装置の第３実施形態が適用される画像表示装
置の動作アルゴリズムを示すフローチャートである。
【図２１】図２１は、本発明の画像表示制御装置の第３実施形態が適用される画像表示装
置の撮影／保存日表示モード（通常／お好み）選択アルゴリズムを示すフローチャートで
ある。
【図２２】図２２は、本発明の画像表示制御装置の第３実施形態が適用される画像表示装
置のお好み撮影日／保存日抽出アルゴリズムの一例を示すフローチャートである。
【図２３】図２３は、本発明の画像表示制御装置の第３実施形態が適用される画像表示装
置のお好み撮影日／保存日抽出アルゴリズムの他の例を示すフローチャートである。
【図２４】図２４は、本発明の画像表示制御装置の第３実施形態が適用される画像表示装
置のお好み撮影日／保存日抽出アルゴリズムの一例を説明するためのグラフである。
【図２５】図２５は、本発明の画像表示制御装置の第４実施形態が適用される画像表示装
置の全体ブロック図である。
【図２６】図２６は、本発明の画像表示制御装置の第４実施形態が適用される画像表示装
置の動作アルゴリズムを示すフローチャートである。
【図２７】図２７は、本発明の画像表示制御装置の第４実施形態が適用される画像表示装
置の音楽情報・鑑賞履歴データベースを示す図である。
【図２８】図２８は、本発明の画像表示制御装置の第５実施形態が適用される画像表示装
置の全体ブロック図である。
【符号の説明】
【００１５】
　１０　画像入力部
　２０　画像蓄積部
　３０　画像情報データベース
　４０　嗜好レベル算出部
　５０　嗜好レベルデータベース
　６０　表示・操作制御部
　７０　表示／出力部
　８０　ユーザ操作部
１００　画像表示装置
２００　画像表示制御装置
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の画像表示制御装置の一実施形態につき図面を参照しつつ詳細に説明する
。
【００１７】
（第１実施形態）
　図１から図１３を参照して、本発明の画像表示制御装置の第１実施形態について説明す
る。本実施形態に係る画像表示制御装置は、ユーザの画像の好み度を示す嗜好レベル（嗜
好度）を用いて多数の画像の中からユーザの好みの画像を抽出して、表示／出力部（表示
装置）に表示させるように制御することを目的としている。
【００１８】
　本実施形態の画像表示制御装置は、画像表示装置の一部として構成される。図１は、本
実施形態の画像表示制御装置を含む画像表示装置の全体ブロック図である。図１に示すよ
うに、画像表示装置１００は、画像入力部１０と、画像蓄積部２０と、画像情報データベ
ース３０と、嗜好レベル算出部４０と、嗜好レベルデータベース５０と、表示・操作制御
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部６０と、表示／出力部７０と、ユーザ操作部８０とを備えている。
【００１９】
　図１に示すように、画像表示制御装置２００は、画像情報データベース３０と、嗜好レ
ベル算出部４０と、嗜好レベルデータベース５０と、表示・操作制御部６０とを備えて構
成されている。
【００２０】
　画像入力部１０は、ディジタルカメラ、ビデオカメラ、画像ビューワ、パソコン、カメ
ラ付き携帯電話、ディスク、メモリーカード、スキャナ、インタネットからのダウンロー
ド等を用いて画像を入力する。画像のデータ形式としては、ビットマップ、ＪＰＥＧ、Ｇ
ＩＦ等、特に限定されない。
【００２１】
　画像蓄積部２０は、画像入力部１０によって入力された画像データを保存する。
　画像情報データベース３０には、画像蓄積部２０に画像が保存されると同時に、その画
像に関する画像情報が保存される。画像情報データベース３０の構成については、図１２
を参照して後述する。上記画像情報としては、例えば、画像がディジタル・カメラにより
撮影されたものである場合には、画像の撮影日時、撮影場所、コメント等が含まれ、他の
画像の場合には、画像の保存日、画像へのコメント等が含まれる。
【００２２】
　嗜好レベル算出部４０は、ユーザによる画像の鑑賞時間（画像の鑑賞履歴の時間に関す
るデータ）に基づいて、ユーザ毎に画像の嗜好レベルを算出する。嗜好レベルの算出方法
については、図１０を参照して後述する嗜好レベル更新アルゴリズムとして説明する。
【００２３】
　嗜好レベルデータベース５０には、嗜好レベル算出部４０によって算出された嗜好レベ
ルがユーザ毎に保存される。その嗜好レベルは、ユーザの好みの画像の表示モードの時に
、表示・操作制御部６０によって利用される。嗜好レベルデータベース５０の構成につい
ては、図１３を参照して後述する。
【００２４】
　表示・操作制御部６０は、ユーザ操作部８０からユーザによる操作状況を示す信号を入
力し、表示／出力部７０に対して画像表示、ＧＵＩ表示等の制御を行う。表示・操作制御
部６０は、嗜好レベル算出部４０によって算出された嗜好レベルを用いて、ユーザの好み
の画像を表示／出力部７０に表示する。
【００２５】
　表示／出力部７０は、ＣＲＴ、液晶表示装置、ＰＤＰのようなディスプレイである。
　ユーザ操作部８０は、ユーザにより操作される、キーボード、マウス、音声入力装置等
を含み、ユーザにより操作された操作状況を示す信号を表示・操作制御部６０に出力する
。
【００２６】
[画像表示装置１００の機能説明]
　次に、図２を参照して、画像表示装置１００の機能について説明する。
　図２は、表示／出力部７０の画面上に表示された画像、ボタン、リストの表示例を示し
ている。
【００２７】
　図２に示すように、表示／出力部７０の画面表示部３００は、情報画面３０１と、操作
画面３０２から構成され、情報画面３０１にはサムネイル３０３が表示されている。操作
画面３０２には、ユーザ選択ボタン３０４と、リスト表示部３０５と、表示モード選択ボ
タン３０６と、スライドショー開始／終了ボタン３０７と、コメント入力ボタン３０８と
が表示されている。
【００２８】
　ユーザ選択ボタン３０４は、ユーザによって、ユーザ操作部８０を介して選択操作され
ることで、画面表示部３００上で画像を鑑賞するユーザが選択される。ユーザＡがユーザ
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操作部８０を用いて、ユーザ選択ボタン３０４の「ユーザＡ」を選択操作すると、画面表
示部３００の鑑賞環境がユーザＡ用に切り替わる。ユーザＡが、ユーザ選択ボタン３０４
を選択操作して、自分の鑑賞環境を選択することで、嗜好レベルデータベース５０のうち
ユーザＡの嗜好レベルを示すデータに基づいて、ユーザＡの好みの画像が情報画面３０１
に表示される。
【００２９】
　なお、図２では、ユーザ選択ボタン３０４は、ユーザＡ、Ｂの二人のうちのいずれかが
選択できるボタンとされているが、更に多数のユーザの中から一人のユーザが選択できる
構成であってもよい。また、ユーザの選択は、画面上で行うのではなく、音声認識等を使
って行ってもよい。
【００３０】
　リスト表示部３０５では、画像の撮影／保存日のリストが表示される。リスト表示部３
０５では、ディジタル・カメラの写真のようにユーザが撮影した画像はその撮影日が表示
され、ユーザがメディア、インターネット等から入手した画像は、本装置へ保存された日
がリスト表示される。ユーザが撮影した画像の撮影日時の情報は、必ず入手可能なので日
付のリストは、ユーザが手間をかけることなく、自動で作成可能である。
【００３１】
　リスト表示部３０５では、画像の撮影／保存日の情報のみならず、よりわかりやすいよ
うにユーザがリストに、例えば、ユーザが撮影した画像に「＊＊旅行」のような関連情報
を追加することができる。同様に、インターネット等から入手した画像に対しては、リス
ト表示部３０５において、「モンテカルロラリー画像」などのように画像の内容等を示す
名前をつけてもよい。
【００３２】
　図２のリスト表示部３０５のスライドバー３０５ａがユーザによるユーザ操作部８０の
操作を介して、右方向にスライドした状態を図４及び図５に示す。図４及び図５に示すよ
うに、ディジタル・カメラのデータフォーマットであるＥｘｉｆ形式のような画像の撮影
場所情報、または、ユーザがコメントを入力することで画像のコメント情報が利用可能で
あれば、リスト表示部３０５には、それらの情報を表示してもよい。
【００３３】
　図２、図４及び図５の状態でリスト表示部３０５に表示される、撮影／保存日毎の、撮
影／保存日、撮影場所、及びコメントの情報は、画像情報データベース３０（図１２）に
記録されている。画像表示装置１００が起動されると、表示・操作制御部６０は、リスト
表示部３０５に、画像情報データベース３０の上記情報を表示させる。
【００３４】
　ユーザは、ユーザ操作部８０を用いて、リスト表示部３０５に表示されたリストから鑑
賞したい対象（撮影／保存日）を選択することで、情報画面３０１には、その選択された
対象（撮影／保存日）のサムネイル画像３０３が表示される。図２の例では、リスト表示
部３０５から、シリアル番号が「０２」の「２００３／１／１１」の撮影／保存日が、鑑
賞したい対象として選択されており、情報画面３０１には、その日（２００３／１／１１
）に保存／撮影された複数の画像のサムネイル画像３０３が表示されている。
【００３５】
　図２において、ユーザが、ユーザ操作部８０を用いて、情報画面３０１に表示された複
数のサムネイル画像３０３から鑑賞したい画像３０３ａを選択すると、図３に示すように
、その選択された画像３０３ａが拡大表示される。本実施形態では、このように画像が拡
大表示されている状態が、画像が“鑑賞”されている状態という。このとき、リスト表示
部３０５は、選択画像３０３ａの情報に切り替わり、撮影日時、利用可能であれば撮影場
所、コメント情報が表示される。
【００３６】
　図３の状態でリスト表示部３０５に表示される、画像毎の、撮影／保存日時、撮影場所
、及びコメントの情報は、嗜好レベルデータベース５０（図１３）に記録されている。情
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報画面３０１に表示された複数のサムネイル画像３０３から鑑賞したい画像３０３ａが選
択されると、表示・操作制御部６０は、嗜好レベルデータベース５０を参照して、上記選
択された画像３０３ａの上記情報を、リスト表示部３０５に表示させる。
【００３７】
　ユーザは、ユーザ操作部８０を用いて、図３に示すような拡大表示された画像３０３ａ
から、図２に示すような元のサムネイル表示の画像３０３に戻すことができる。ここで、
画像３０３ａが拡大表示されてから、元のサムネイル表示に戻るまでの時間が鑑賞時間と
され、後述するように、嗜好レベルの算出に用いられる。
【００３８】
　図２において、ユーザ操作部８０の操作を介して、表示モード選択ボタン３０６が選択
操作されることで、情報画面３０１に表示されるサムネイル画像３０３の表示モードが切
り替えられる。表示モードには、撮影／保存日の日時の昇順に表示される通常モードと、
嗜好レベルの降順に表示されるお好みモードとがある。表示の順番はこれに限らない。画
像毎の嗜好レベルの情報は、嗜好レベルデータベース５０（図１３）に記録されている。
【００３９】
　表示モード選択ボタン３０６において、お好みモードが選択されると、後述する嗜好レ
ベルの上位のサムネイル画像３０３のみが情報画面３０１に表示される。このお好みモー
ドでは、ユーザがより好むと思われるサムネイル画像３０３が情報画面３０１に表示され
るので、ユーザは画像蓄積部２０に保存された複数の画像の中から、好みの画像を容易に
選択することができる。
【００４０】
　スライドショー開始／終了ボタン３０７は、ユーザ操作部８０の操作を介して、選択操
作されることで、サムネイル画像３０３のスライドショーの開始／終了が行われる。ここ
で、上記表示モード選択ボタン３０６によって通常モードが選択されているときには、サ
ムネイル画像３０３の全てのスライドショーが撮影／保存日の日時の昇順で行われる。一
方、上記表示モード選択ボタン３０６によってお好みモードが選択されているときには、
サムネイル画像３０３の中で嗜好レベルの上位の画像のみのスライドショーが行われる。
スライドショー開始／終了ボタン３０７の終了ボタンで、スライドショーが終了されて、
図２に示すような元のサムネイル表示に戻る。スライドショーは、ユーザにより快適な画
像の鑑賞環境を提供するのが目的であり、省略可能である。
【００４１】
　コメント入力ボタン３０８は、ユーザ操作部８０を介して操作されることで、ユーザが
画像の情報を入力するモードとなる。画像の撮影場所情報等が、自動で入手できない場合
には、図６、図７に示すように、ユーザが情報を入力できるモードとなることにより、画
像に対して撮影場所、コメント情報等を入力することができる。
【００４２】
　図６に示すように、選択された撮影／保存日のサムネイル表示状態で、その選択された
撮影／保存日の画像に対して入力すべき撮影場所、コメントを入力する入力欄３０８ａ、
３０８ｂが表示される。その入力欄３０８ａ、３０８ｂにユーザがユーザ操作部８０を用
いて文字を入力すると、画像情報データベース３０（図１２）の撮影場所、コメントの情
報が更新され、図４及び図５に示すように、リスト表示部３０５にその情報が反映されて
表示される。
【００４３】
　同様に、図７に示すように画像が拡大表示された状態でコメント入力ボタン３０８が操
作されると、その選択された個別の画像に対して入力すべき撮影場所、コメントを入力す
る入力欄３０８ｃ、３０８ｄが表示される。その入力欄３０８ｃ、３０８ｄにユーザがユ
ーザ操作部８０を用いて文字を入力すると、嗜好レベルデータベース５０（図１３）の撮
影場所、コメントの情報が更新され、情報画面３０１にその画像が拡大表示されるときの
リスト表示部３０５にその情報が反映されて表示される。
【００４４】
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　図６、図７に示したように、ユーザによる情報の入力は、より快適な画像の鑑賞環境を
提供するのが目的であり、省略可能である。
【００４５】
[画像表示装置１００の動作アルゴリズム]
　次に、図８を参照して、画像表示装置１００の動作アルゴリズムについて説明する。
【００４６】
　まず、ステップＳ１に示すように、ユーザによるユーザ操作部８０の操作に応答して、
画像表示装置１００が起動する。次に、ステップＳ２に示すように、ユーザにより、ユー
ザ選択ボタン３０４が操作されて、そのユーザの鑑賞環境が選択される。ここで、ユーザ
の鑑賞環境が選択されることにより、そのユーザの嗜好レベルを用いた、そのユーザの鑑
賞環境に変更される（後述する嗜好レベルデータベース５０（図１３）、又はその嗜好レ
ベルＤＢ部５２が、そのユーザのものに切り替えられる）。
【００４７】
　次に、ステップＳ３に示すように、ユーザにより、リスト表示部３０５に表示された複
数の撮影／保存日の中から一つが選択される。すると、表示・操作制御部６０により、嗜
好レベルデータベース５０及び画像蓄積部２０が参照されて、その選択された撮影／保存
日の複数の画像が情報画面３０１にサムネイル表示される。
【００４８】
　次に、ステップＳ４に示すように、ユーザにより、表示モード選択ボタン３０６が操作
されて、表示モードが選択される。その選択結果に応じて、情報画面３０１にサムネイル
表示される画像が切り替えられる。このステップＳ４の詳細については、サムネイル画像
表示モード選択アルゴリズム（図９）として説明する。
【００４９】
　次に、ステップＳ５に示すように、ユーザにより、ユーザ操作部８０が操作されて、サ
ムネイル表示された画像の中からユーザが鑑賞したい画像が選択される。ユーザにより画
像が選択されると、表示・操作制御部６０により、その選択画像が情報画面３０１に拡大
表示される（ステップＳ５）。
【００５０】
　ユーザにより選択された画像が拡大表示されると、嗜好レベル算出部４０により、その
画像が拡大表示されてから元のサムネイル表示に戻るまでの時間が鑑賞時間として計測さ
れる（ステップＳ６～ステップＳ８）。
【００５１】
　次に、ユーザにより次の画像が鑑賞されるか否かが、ユーザによるユーザ操作部８０の
操作に基づいて、表示・操作制御部６０により判定される（ステップＳ９）。その判定の
結果、次の画像が鑑賞されるときには、上記ステップＳ３からの動作が繰り返される。
【００５２】
　ステップＳ９の判定の結果、次の画像が鑑賞されないときには、嗜好レベル算出部４０
は、上記ステップＳ６及びステップＳ７で測定された鑑賞時間を用いて、嗜好レベルデー
タベース５０の嗜好レベルを更新して終了する（ステップＳ１０）。このステップＳ１０
についての詳細は、嗜好レベル更新アルゴリズム（図１０）として記述する。
【００５３】
［サムネイル画像表示モード（通常／お好み）選択アルゴリズム］
　次に、図９を参照して、サムネイル画像の表示モード（通常／お好み）の選択アルゴリ
ズムについて説明する。
【００５４】
　上述した図８のステップＳ４において、ユーザにより表示モード選択ボタン３０６が選
択操作されると、まず、ステップＳＡ１に示すように、表示・操作制御部６０により、お
好みモードが選択されたか否かが判定される。その判定の結果、お好みモードが選択され
ていれば（ステップＳＡ１－Ｙ）、表示・操作制御部６０は、嗜好レベルデータベース５
０の嗜好レベルのデータを参照して、図８のステップＳ３にて選択されている撮影／保存
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日の複数の画像を嗜好レベルの降順にソートし（ステップＳＡ２）、嗜好レベルの上位Ｘ
枚の画像のみを情報画面３０１に表示させる（ステップＳＡ３）。ここで、ソートの順番
は、他の方法を用いてもよい。
【００５５】
　一方、ステップＳＡ１の判定の結果、ユーザにより、通常モードが選択されたとき（ス
テップＳＡ１－Ｎ）には、表示・操作制御部６０は、画像情報データベース３０の撮影／
保存日時のデータを参照して、図８のステップＳ３にて選択されている撮影／保存日の複
数の画像を撮影／保存日時の昇順にソートし（ステップＳＡ４）、全ての画像を情報画面
３０１に表示させる（ステップＳＡ５）。ここで、ソートの順番は、他の方法を用いても
よい。
【００５６】
［嗜好レベル更新アルゴリズム］
　次に、図１０を参照して、嗜好レベルの更新アルゴリズムについて説明する。
【００５７】
　まず、ステップＳＢ１に示すように、嗜好レベル算出部４０は、図８のステップＳ６及
びステップＳ７にて計測した鑑賞時間Ｔｖが１回の鑑賞での鑑賞時間の増加の上限値Ｔli
mitを超えているか否かを判定する。この判定を行う理由は、ユーザが画像を拡大表示（
図８のステップＳ５）して鑑賞している時に、表示／出力部７０（画像表示装置１００）
の前から離れたりすることで実際には鑑賞していないのにもかかわらず、継続して（長時
間）鑑賞していると誤判断されてしまうのを抑制するためである。
【００５８】
　上記ステップＳＢ１の判定の結果、嗜好レベル算出部４０は、鑑賞時間Ｔｖが上限値Ｔ
limit未満であれば（ステップＳＢ１－Ｙ）、鑑賞時間Ｔｖに係数α(t)を乗算したものを
鑑賞前の嗜好レベルＬに加算する（ステップＳＢ２）。
【００５９】
　ここで、係数α(t)は、図１１に示すように、画像を初めて鑑賞してから今回、鑑賞し
た日時までの経過時間ｔ［日］の関数で定義される。本実施形態では、関数α（ｔ）＝１
／（ｔ＋１）β等の単調減少関数が利用される。単調減少関数が用いられる理由は、好み
の画像は、ほぼ第一印象で決まるであろうことが予想されることと、嗜好レベルの累積に
よる嗜好レベルの無制限な上昇を抑制するためである。
【００６０】
　図１０に示すように、α（ｔ）＝１／（ｔ＋１）βとした場合のβの値としては、例え
ば０．５が用いられることができる。また、α（ｔ）＝１／（ｔ＋１）βの式に代えて、
α（ｔ）＝βｔ＋１の式を用いることができ、その場合のβの値としては、－０．０２が
用いられることができる。
【００６１】
　一方、上記ステップＳＢ１の判定の結果、嗜好レベル算出部４０は、鑑賞時間Ｔｖが上
限値Ｔlimit以上であれば（ステップＳＢ１－Ｎ）、１回の鑑賞での鑑賞時間の増加の上
限値Ｔlimitに係数α(t)を乗算したものを鑑賞前の嗜好レベルＬに加算する（ステップＳ
Ｂ３）。ステップＳＢ２又はステップＳＢ３にて嗜好レベルＬが求められると、嗜好レベ
ルデータベース５０（図１３）の嗜好レベル記録エリア５０７の嗜好レベルの値が更新さ
れる（図８のステップＳ１０）。
【００６２】
　図１１に、嗜好レベルＬの変化の様子を示す。嗜好レベルは、Ｌ＝Σα（ｔｉ）Ｔｖｉ
（ｉ：初鑑賞してからｉ回目の鑑賞）で算出される。図中のＴｖｉの棒においては、その
Ｘ座標上の位置が初鑑賞してからｉ回目の鑑賞のタイミングを示し、Ｙ軸方向の長さがｉ
回目の鑑賞時間を示している。図１１には、係数α（ｔ）として、単調減少関数を用いる
ことで嗜好レベルの無制限な上昇が抑制されていることが示されている。
【００６３】
　次に、図１２及び図１３を参照して、画像情報データベース３０、及び嗜好レベル算出
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部４０について説明する。
【００６４】
　図１２に示される画像情報データベース３０は、リスト表示部３０５において、撮影／
保存日毎の表示を行うために、撮影／保存日単位の情報が記録されている。図１２に示す
ように、画像情報データベース３０では、撮影日／保存日単位でシリアル番号が付与され
ており、その撮影日／保存日の画像についての撮影場所とコメントの情報が記録されてい
る。即ち、画像情報データベース３０のシリアル番号記録エリア４０１には、撮影日／保
存日単位のシリアル番号が記録され、撮影日／保存日記録エリア４０２には、撮影日又は
保存日の情報が記録され、撮影場所記録エリア４０３には、撮影場所の情報が記録され、
コメント記録エリア４０４には、コメントの情報が記録される。
【００６５】
　図１３に示すように、画像情報データベース３０では、画像単位で、撮影場所、撮影日
時、コメントの情報が記録されている。嗜好レベルデータベース５０は、鑑賞回数、累計
鑑賞時間、嗜好レベル、初鑑賞日時、最新鑑賞日時の情報が記録されている。画像情報デ
ータベース３０、嗜好レベルデータベース５０は、それぞれ、ユーザごとに設けられてい
る。但し、画像情報データベース３０に関しては、全てのユーザに共通とすることも可能
である。図８のステップＳ２において、ユーザ選択ボタン３０４により鑑賞環境が選択さ
れると、その選択に応じて、表示・操作制御部６０により参照される画像情報データベー
ス３０、嗜好レベルデータベース５０が切り替えられる。
【００６６】
　図１３において、画像情報データベース３０の画像データ名記録エリア５０１には、各
画像のデータ名の情報が記録され、撮影場所記録エリア５０２には、各画像の撮影場所の
情報が記録される。撮影場所記録エリア５０２に記録される撮影場所情報は、ディジタル
カメラ、カメラ付き携帯電話等のＧＰＳ機能を使って画像データに自動で付与された形で
画像入力部１０から入力され、その入力データのうち画像データが画像蓄積部２０に記録
され、撮影場所情報が嗜好レベルデータベース５０に保存されることも可能である。撮影
場所情報が自動で入手できない場合は、図７に示したように、ユーザにより入力されるこ
とが可能である。
【００６７】
　図１３において、画像情報データベース３０の撮影日時記録エリア５０３には、各画像
の撮影日時の情報が記録され、コメント記録エリア５０４には、各画像のコメントの情報
が記録される。嗜好レベルデータベース５０の鑑賞回数記録エリア５０５には、各画像の
鑑賞回数の情報が記録され、累計鑑賞時間記録エリア５０６には、各画像の累計鑑賞時間
［秒］の情報が記録され、嗜好レベル記録エリア５０７には、各画像の嗜好レベルＬの情
報が記録され、初鑑賞日時記録エリア５０８には、各画像の初めて拡大表示されて鑑賞さ
れた日時の情報が記録され、最新鑑賞日時記録エリア５０９には、各画像の最新の拡大表
示されて鑑賞された日時の情報が記録される。画像が鑑賞された後には、嗜好レベルデー
タベース５０の各記録エリア５０５～５０９の情報は、それぞれ更新される（図８のステ
ップＳ１０参照）。
【００６８】
　以上述べたように、本実施形態によれば、基本的にユーザによる画像の鑑賞時間を利用
して画像の好み度（嗜好レベル）が算出されている。従って、上記特許文献１の場合と異
なり、ユーザが間違って画像を選択して、すぐ他の画像を選択し直した場合には、選択画
像の好み度は、高くならない。本実施形態による嗜好レベルを用いることにより、より正
確にユーザの画像の好みを反映することができる。また、嗜好レベルによって画像の好み
度に差をつけることができるので、画像を表示する時に好み度の高い順に画像表示する等
の画像の表示の工夫を行うことができる。
【００６９】
　また、本実施形態では、１回の鑑賞で上昇する嗜好レベルの上限を設定している。これ
によって、鑑賞時のユーザの中座等による意味のない嗜好レベルの上昇を防止してユーザ
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の好みをより的確に嗜好レベルに反映するようにしている。
【００７０】
　さらに、本実施形態では、鑑賞時間に初鑑賞からの経過時間を変数とする単調減少関数
を用いた係数を乗算して嗜好レベルとしている。好みの画像は、初鑑賞直後の印象で決ま
ると考え、初鑑賞から時間を経過して鑑賞した時の鑑賞時間の嗜好レベルへの寄与度を下
げるためである。単調減少関数を用いることで無制限な嗜好レベルの上昇を防止している
。また、嗜好レベルが初鑑賞直後の鑑賞時間でほぼ、決定されることから保存時期の異な
る画像でも好み度の比較が可能になる。
【００７１】
　なお、ユーザによる画像の鑑賞時間に加えて、画像の印刷回数や送信回数を用いて、画
像の嗜好レベルが算出されることができる。画像の印刷回数や送信回数が多いものは、ユ
ーザの嗜好レベルが高いと考えられるためである。
【００７２】
（第２実施形態）
　次に、図１４から図１８を参照して、本発明の第２実施形態について説明する。
　なお、第２実施形態において、上記第１実施形態と共通の部分についての説明は省略す
る。
【００７３】
　第２実施形態において、画像の嗜好レベルは、その画像の新鮮度が含まれた概念である
。その嗜好レベルＬの算出に際しては、画像の鑑賞時間Ｔｖに加えて、未鑑賞期間（画像
の鑑賞履歴の時間に関するデータ）が考慮される。以下に、その意義について説明する。
【００７４】
　例えば、ディジタルカメラの写真は、記録装置へ保存した直後に鑑賞し、次に新たな写
真を保存する時に以前、保存した写真を鑑賞するというように、時間的に離散的な鑑賞パ
ターンになると考えられる。少なくとも同じ写真を毎日、鑑賞することは稀であると考え
られる。このことを考慮して、画像の未鑑賞期間が長くなると、ユーザが鑑賞したこと／
鑑賞したときの心証を忘れるので、画像の新鮮度が上昇するとした。鑑賞時間が長い画像
だけを表示するのでなく、未鑑賞期間の長い新鮮度の高い画像もユーザに対して表示する
ように制御する。これにより、ユーザに、こういう画像もあったなという気づかせる効果
、同じ画像ばかり表示されてユーザが見飽きてしまうのを防止する効果がある。
【００７５】
　図１４は、第２実施形態における画像表示装置１００の動作アルゴリズムを示す図であ
る。図１４において、ステップＳＣ１、ステップＳＣ２は、それぞれ図８のステップＳ１
、ステップＳ２と同様であり、ステップＳＣ４～ステップＳＣ１１は、それぞれ図８のス
テップＳ３～ステップＳ１０と同様であるため、その説明を省略する。
【００７６】
　図１４のステップＳＣ３では、前回のフローのステップＳＣ１１にて、図１０のフロー
チャートに従って求められた嗜好レベルＬ（図１５のＬｒ）に対して、未鑑賞期間が反映
された嗜好レベルが求められる。その求め方については、図１５を参照して、後で詳述す
るが、まず、嗜好レベル算出部４０により、その画像について鑑賞実績があるか否かが判
定され（ステップＳＤ１）、その判定の結果、鑑賞実績がある画像に対してのみ（ステッ
プＳＤ－Ｙ）、未鑑賞期間を反映した嗜好レベルが求められる（ステップＳＤ２）。
【００７７】
　即ち、図１４のステップＳＣ３では、ユーザにより自分の鑑賞環境が選択された後に（
ステップＳＣ２）、そのユーザによる鑑賞実績のある画像に対してだけ（図１５のステッ
プＳＤ１－Ｙ）、未鑑賞期間を反映させて嗜好レベルの更新が行われる（ステップＳＤ２
）。その後、撮影日／保存日の選択が行われて（ステップＳＣ４）、お好み表示モードが
選択されると（ステップＳＣ５）、未鑑賞期間を反映した嗜好レベルに基づく、好みの画
像のサムネイル表示が行われる（ステップＳＣ５、図９のステップＳＡ３）。これにより
、鑑賞実績があり（ステップＳＤ１－Ｙ）、かつ長期間鑑賞していなかった画像（ステッ
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プＳＤ２）が優先的に表示される（図１４のステップＳＣ５、図９のステップＳＡ３）。
【００７８】
　図１４のステップＳＣ３で行われる、図１５の嗜好レベルの更新アルゴリズムは、画像
表示装置１００の起動直後に行われる。即ち、画像表示装置１００が起動され（ステップ
ＳＣ１）、ユーザによって自分の鑑賞環境が選択されることで（ステップＳＣ２）、全て
の画像に対する、そのユーザによる、鑑賞実績の有無と、前回鑑賞されてから今回、画像
表示装置１００が起動されるまでの未鑑賞期間が分る状態となった後に、図１５の嗜好レ
ベルの更新アルゴリズムが実行される。
【００７９】
　ここで、未鑑賞期間とは、画像表示装置１００が起動されて、鑑賞環境が選択される度
に求められ、前回、画像が拡大されて表示（鑑賞）された日から、今回、画像表示装置１
００が起動されるまでの日数を意味する。
【００８０】
　図１５の嗜好レベルの更新アルゴリズムでは、嗜好レベル算出部４０により、嗜好レベ
ルデータベース５０（図１８）が参照されて、そのユーザによる全ての画像についての鑑
賞実績の有無の判定が行われ（ステップＳＤ１）、鑑賞実績のある画像については（ステ
ップＳＤ１－Ｙ）、前回の鑑賞後の嗜好レベル（Ｌｒ）に対し、未鑑賞期間（ＳI）を変
数とする関数ｆ（ＳI）を加算することで、嗜好レベルＬの更新が行われる（ステップＳ
Ｄ２）。
【００８１】
　未鑑賞期間（ＳI）を変数とする関数ｆ（ＳI）は、その画像に対するユーザの新鮮度の
意味を有する。ここで、鑑賞実績がある画像のみに対して、未鑑賞期間を反映させた嗜好
レベルとされるのは、鑑賞実績が無い画像は、そもそも好みの画像ではないため、それに
未鑑賞期間を反映させても意味が無いためである。
【００８２】
　上記において、関数ｆ（ＳI）としては、ｆ（ＳI）＝γ・ｌｏｇ10ＳI、(γは定数、例
えばγ＝２０)等が用いられる。このような関数を用いると、嗜好レベルに対する未鑑賞
期間の寄与分の無制限な上昇が抑制され、（鑑賞時間が殆ど反映されることなく）長期間
、鑑賞していない画像だけが好みの画像に表示されることが防止される。
【００８３】
　ユーザにより、お好み表示モードが選択された場合（図１４のステップＳＣ５）には、
未鑑賞期間を反映して更新された嗜好レベルを用いて、好みの画像のサムネイル表示が行
われる（図９のステップＳＡ２、ステップＳＡ３）。
【００８４】
　図１６は、図１４のステップＳＣ６～ステップＳＣ９において拡大表示された画像の鑑
賞が終了した後に、嗜好レベルを更新するアルゴリズムである。まず、ステップＳＥ１で
は、嗜好レベル算出部４０により、画像表示装置１００が起動されてから、拡大表示され
て鑑賞されたか否かが判定される。その判定の結果、拡大表示されて鑑賞されている場合
（ステップＳＥ１－Ｙ）には、新鮮度が低下したと考え、鑑賞前の嗜好レベルから未鑑賞
期間による寄与分ｆ（ＳI）が減算される（ステップＳＥ２）。その減算後の嗜好レベル
に対し、図１０のアルゴリズムにより今回の鑑賞時間を反映させて嗜好レベルが更新され
る（ステップＳＥ３）。
【００８５】
　図１７は、第２実施形態による嗜好レベルの変化の様子を示している。
　図１７に示すように、嗜好レベルに鑑賞時間だけでなく、未鑑賞期間が反映されるため
、未鑑賞期間ＳIに応じて嗜好レベルが高くなっている。図１７において、破線は、図１
１で示した鑑賞時間のみで決まる嗜好レベルを示している。画像が鑑賞された後に、図１
６のステップＳＥ２において、新鮮度に対応する未鑑賞期間の関数ｆ（ＳI）が減算され
ると、図１７において実線で示される嗜好レベルＬは、破線のレベルまで低下し、今回の
鑑賞時間が図１０の動作に従って反映されることにより、嗜好レベルＬが再度上昇してい
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る。
【００８６】
　図１８は、第２実施形態による画像情報データベース３０Ａ、嗜好レベルデータベース
５０Ａを示している。画像情報データベース３０Ａには、図１３に示した上記第１実施形
態の嗜好レベルデータベース５０と異なり、未鑑賞期間［日］の情報を画像毎に記録する
未鑑賞期間記録エリア５１０が設けられている。
【００８７】
　以上述べたように、第２実施形態では、鑑賞時間と未鑑賞期間を用いて嗜好レベルが算
出される。未鑑賞期間の長い画像が優先的に表示されるように制御することにより、例え
ば、保存直後は、気に入っていてよく鑑賞していたが、そのうち、画像の存在を忘れてし
まい、しばらく鑑賞していなかった画像の存在をユーザに気づかせる効果がある。また、
表示されるお好み画像が変化することで、ユーザがより楽しく画像を鑑賞できる効果があ
る。更に、鑑賞実績のある画像だけに未鑑賞期間を反映させることにより、好みでない画
像の嗜好レベルが上昇することが防止される。
【００８８】
（第３実施形態）
　次に、図１９から図２４を参照して、本発明の第３実施形態について説明する。
　なお、第３実施形態において、上記実施形態と共通する部分についての説明は省略する
。
【００８９】
　図１９に示すように、表示／出力部７０の画面表示部３００の操作画面３０２には、通
常／お好みリスト選択ボタン３０９が表示されている。通常／お好みリスト選択ボタン３
０９を介して、通常リスト又はお好みリストのいずれかが選択されることで、その選択に
対応して、リスト表示部３０５における撮影／保存日の表示が替わるようになっている。
【００９０】
　図２０は、第３実施形態の画像表示装置１００の動作アルゴリズムを示している。
　ユーザにより通常／お好みリスト選択ボタン３０９が選択操作されて、通常リスト又は
お好みリストが選択されることで（ステップＳＦ３）、図２１に示すように、それぞれ、
撮影／保存日の全表示（ステップＳＧ３）、又は、お好みの撮影／保存日だけの表示（ス
テップＳＧ２）が行われる。
【００９１】
　上記第１実施形態と同様に、図２０において、ユーザによる画像の鑑賞が終了すると（
ステップＳＦ８）、図１０のアルゴリズムにより鑑賞時間を反映させて嗜好レベルの更新
が行われる（ステップＳＦ１１）。第３実施形態では、画像表示装置１００が起動されて
からのユーザの鑑賞状況を反映させて、好みの撮影／保存日の更新が行われる（ステップ
ＳＦ１２）。
【００９２】
　以下、図２０の動作について詳細に説明する。
　図２０において、ステップＳＦ１、ステップＳＦ２は、それぞれ図８のステップＳ１、
ステップＳ２と同様であり、ステップＳＦ４～ステップＳＦ１１は、それぞれ図８のステ
ップＳ３～ステップＳ１０と同様であるため、その説明を省略する。
【００９３】
　図２０のステップＳＦ３では、図２１の撮影／保存日表示モード（通常／お好み）の選
択アルゴリズムが実行される。図２１を参照して、撮影／保存日表示モード（通常／お好
み）の選択アルゴリズムについて説明する。
【００９４】
　図２１のステップＳＧ１に示すように、まず、表示・操作制御部６０により、通常／お
好みリスト選択ボタン３０９のお好みリスト選択ボタンが選択操作されたか否かが判定さ
れる。その判定の結果、お好みリスト選択ボタンが選択操作されている場合（ステップＳ
Ｇ１－Ｙ）には、表示・操作制御部６０により、前回のフローのステップＳＦ１２にて、
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お好みの撮影／保存日として選択（抽出）された撮影／保存日のみがリスト表示部３０５
に表示される（ステップＳＧ２）。一方、その判定の結果、通常リスト選択ボタンが選択
操作されている場合（ステップＳＧ１－Ｎ）には、上記実施形態と同様に、全ての撮影／
保存日が日時の昇順に表示される（ステップＳＧ３）。
【００９５】
　図２０のステップＳＦ１２において、ユーザの好みの撮影／保存日の抽出（更新）は、
図２２のお好み撮影／保存日抽出アルゴリズムに基づいて行われる。
【００９６】
　図２２のアルゴリズムでは、鑑賞時間の統計値を用いて好みの撮影／保存日が抽出され
る。まず、嗜好レベル算出部４０により、同じ撮影／保存日に属する全画像の嗜好レベル
の平均‾（Ｌｎ）（ここで、アッパーバーは図に示すように（）内の次記号のアッパーバ
ーを示す。以下同じ。）が算出され、更に、これを用いて全ての撮影／保存日の画像の嗜
好レベルの平均‾（Ｌall）が算出される。また、嗜好レベル算出部４０により、全ての
撮影／保存日の画像の嗜好レベルの標準偏差σＬallも算出される。そして、表示・操作
制御部６０により、‾（Ｌｎ）が（‾（Ｌall）－σＬall）よりも大きな撮影／保存日だ
けが（ステップＳＨ３－Ｙ）、ユーザの好みの撮影／保存日とされる（ステップＳＨ４）
。
【００９７】
　図２４には、図２２のアルゴリズムにより抽出され、図２１のステップＳＧ２において
、ユーザの好みの撮影／保存日として表示される撮影／保存日と、ユーザの好みの撮影／
保存日として表示されない撮影／保存日が示されている。本実施形態の統計値に限らず他
の統計値を用いて好みの撮影／保存日が抽出されてもよい。
【００９８】
　図２０のステップＳＦ１２において、ユーザの好みの撮影／保存日の抽出（更新）は、
図２２のお好み撮影／保存日抽出アルゴリズムに代えて、図２３のお好み撮影／保存日抽
出アルゴリズムに基づいて行われることができる。
【００９９】
　図２３のアルゴリズムでは、撮影／保存日の鑑賞率（鑑賞画像数／全画像数）を用いて
好みの撮影／保存日が抽出される。ここで、鑑賞率は、撮影日又は保存日が同じ画像の数
（全画像数）に占める鑑賞実績がある画像の数（鑑賞画像数）である。
【０１００】
　まず、表示・操作制御部６０により、撮影／保存日毎に鑑賞率Ｒnが算出され、更に、
これを用いて全ての撮影／保存日の鑑賞率‾（Ｒall）が算出される。また、表示・操作
制御部６０により、全ての撮影／保存日毎の鑑賞率の標準偏差σＲallも算出される。そ
して、表示・操作制御部６０により、鑑賞率Ｒnが（‾（Ｒall）－σＲall）よりも大き
い撮影／保存日だけが（ステップＳＩ３－Ｙ）、ユーザの好みの撮影／保存日とされる（
ステップＳＩ４）。
【０１０１】
　なお、第３実施形態において、嗜好レベルを用いて好みの画像をサムネイル表示する方
法は、上記第１又は第２実施形態と同様の方法で行われる（図２０のステップＳＦ５、ス
テップＳＦ１１）。
【０１０２】
　以上説明した第３実施形態によれば、撮影／保存日の選択リスト（リスト表示部３０５
）にユーザ毎に好みの撮影／保存日だけを表示することができる。これにより、リストか
らユーザの興味の無い撮影／保存日が排除でき、ユーザがより短時間で好みの画像を鑑賞
することができる。
【０１０３】
（第４実施形態）
　次に、図２５から図２７を参照して、本発明の第４実施形態について説明する。
　なお、第４実施形態において、上記実施形態と共通する部分についての説明は省略する
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。
【０１０４】
　図２５は、第４実施形態の画像表示装置１００ａの全体ブロック図である。本実施形態
では、画像の表示だけではなく、画像の表示と同時に音楽の再生も行われる。音楽は、Ｃ
Ｄ、ＭＤ、メモリカード、インターネットからのダウンロード等により画像・音楽入力部
１０ａによって入力される。
【０１０５】
　画像・音楽蓄積部２０ａは、画像・音楽入力部１０ａによって入力された画像データ及
び音楽データを保存する。音楽情報・鑑賞履歴データベース９０には、画像・音楽蓄積部
２０ａに音楽が保存されると同時に、その音楽に関する音楽情報が保存される。
【０１０６】
　図２７は、音楽情報・鑑賞履歴データベース９０を示している。音楽情報・鑑賞履歴デ
ータベース９０は、音楽情報ＤＢ部９１と、鑑賞履歴ＤＢ部９２を有している。
【０１０７】
　音楽が画像・音楽蓄積部２０ａに保存されると同時に、音楽情報・鑑賞履歴データベー
ス９０の音楽情報ＤＢ部９１には、その音楽の情報として、曲名、歌手、歌詞、作曲者、
作詞者、発売日等の情報が保存され、その音楽が画像のＢＧＭとして再生されるときに利
用される。
【０１０８】
　ユーザによりユーザ操作部８０が操作されて、表示・再生・操作制御部６０ａにより、
画像・音楽蓄積部２０ａに保存された音楽が鑑賞されると、そのユーザによる音楽の鑑賞
回数、鑑賞日時等の鑑賞履歴の情報が、鑑賞履歴ＤＢ部９２に保存される。鑑賞履歴ＤＢ
部９２に保存された情報は、その音楽が画像のＢＧＭとして再生されるときに、利用され
る。
【０１０９】
　鑑賞履歴データベース９０において、音楽情報ＤＢ部９１及び鑑賞履歴ＤＢ部９２は、
それぞれ、ユーザごとに設けられている。但し、音楽情報ＤＢ部９１に関しては、全ての
ユーザに共通とすることも可能である。図２６のステップＳＪ２において、ユーザ選択ボ
タン３０４により鑑賞環境が選択されると、その選択に応じて、表示・操作・再生制御部
６０ａにより参照される鑑賞履歴データベース９０（又は、少なくとも鑑賞履歴ＤＢ部９
２）が切り替えられる。
【０１１０】
　図２７において、音楽情報ＤＢ部９１のＩＤ記録エリア６０１には、音楽単位のＩＤが
記録され、音楽データ名記録エリア６０２には、音楽データ名の情報が記録され、歌詞デ
ータ名記録エリア６０３には、歌詞の情報が記録され、曲名記録エリア６０４には、曲名
の情報が記録され、歌手記録エリア６０５には、歌手の情報が記録され、作曲者記録エリ
ア６０６には、作曲者の情報が記録され、作詞者記録エリア６０７には、作詞者の情報が
記録され、保存日時記録エリア６０８には、保存日時の情報が記録され、発売日記録エリ
ア６０９には、発売日の情報が記録される。
【０１１１】
　図２７において、鑑賞履歴ＤＢ部９２の鑑賞回数記録エリア６１０には、各音楽の鑑賞
回数の情報が記録され、ＩＤ記録エリア６１１には、鑑賞した音楽のＩＤ記録エリア６０
１と同じＩＤの情報が記録され、鑑賞履歴記録エリア６１２には、鑑賞した音楽の鑑賞履
歴の情報が記録される。
【０１１２】
　図２６は、第４実施形態の画像表示装置１００ａの動作アルゴリズムである。
　図２６において、ステップＳＪ１～ステップＳＪ４は、それぞれ図８のステップＳ１～
ステップＳ４と同様であり、ステップＳＪ６～ステップＳＪ１１は、それぞれ図８のステ
ップＳ５～ステップＳ１０と同様であるため、その説明を省略する。
【０１１３】
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　ユーザにより撮影／保存日が選択されると（ステップＳＪ３）、表示・再生・操作制御
部６０ａにより、その選択された撮影／保存日に対応する音楽がＢＧＭとして再生される
（ステップＳＪ５）。撮影／保存日の選択（ステップＳＪ３）が変更される度に、表示・
再生・操作制御部６０ａにより、ＢＧＭとして再生される音楽が変更される（ステップＳ
Ｊ５）。上記以外の動作は、上記第１実施形態の図９のアルゴリズムと同様である。また
、画像が選択されて拡大表示されたときに（ステップＳＪ６）、その画像に対応する音楽
が再生されてもよい。再生される音楽の選択方法としては、以下の方法が考えられる。
【０１１４】
（１）選択された撮影／保存日に最も近い日時に鑑賞された音楽を選択する。
（２）選択された撮影／保存日の画像の中で最も新しい鑑賞日時と最も近い日時に鑑賞さ
れた音楽を選択する。
（３）選択された撮影／保存日の前後、一定期間に鑑賞された音楽の中で鑑賞回数が最も
多い音楽を選択する。
（４）選択された撮影／保存日の前後、一定期間に鑑賞された音楽の中で鑑賞回数の上位
の音楽をランダムに選択する。
【０１１５】
（５）選択された撮影／保存日又は拡大表示された画像の画像情報（撮影／保存日、撮影
場所、コメント等の画像属性データ）と、音楽の情報（曲名、歌手、歌詞、作曲者、作詞
者、発売日等の音楽属性データ）が一致・対応する曲を選択する。
（６）選択された撮影／保存日と同一年、月、週のヒットランキング上位の音楽をランダ
ムに選択する。
（７）選択された撮影／保存日の画像の中で最も新しい鑑賞日時と同一年、月、週のヒッ
トランキング上位の音楽をランダムに選択する。
（８）選択された撮影／保存日の画像の中で最も嗜好レベルの高い画像の最も新しい鑑賞
日時と同一年、月、週のヒットランキング上位の音楽をランダムに選択する。
【０１１６】
　上記の（１）～（８）のいずれの方法を用いて音楽を選択してもよい。これらの方法を
組み合わせてもよい。また、これ以外の方法を用いて音楽を選択してもよい。
【０１１７】
　第４実施形態によれば、画像を表示するときに、その画像が撮影／保存された当時、又
はその画像を鑑賞した当時に、よく鑑賞した好みの音楽、ヒットした音楽、画像と関連す
る音楽等をＢＧＭとして再生することで、画像を撮影／保存、鑑賞した当時の状況をユー
ザに鮮明に思い出させる効果がある。ユーザがより感慨深く画像を鑑賞することができる
。
【０１１８】
（第５実施形態）
　次に、図２８を参照して、本発明の第５実施形態について説明する。
　なお、第５実施形態において、上記実施形態と共通する部分についての説明は省略する
。
【０１１９】
　図２８は、第５実施形態の画像表示装置１００ｂの全体ブロック図である。
　上記第１実施形態の画像表示装置１００では、画像が全て画像表示装置１００内の画像
蓄積部２０に保存されていた。これに対して、第５実施形態では、画像入出力部１０ｂが
入力した画像データは、通信部２３を介してインターネット２４上のストレージ２５、つ
まりオンラインストレージに保存される。ユーザがユーザ操作部８０を操作して画像の鑑
賞を希望したときにはストレージ２５から画像が画像表示装置１００ｂに入力される。こ
れにより、画像表示装置１００ｂ内に画像蓄積部を有する必要がなくなる。
【０１２０】
　また、上記において、画像表示装置１００ｂ内にも最小限の画像蓄積部（点線で表示）
を有し、好みの画像だけを画像表示装置１００ｂ内の画像蓄積部に保存し、残りの画像を
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オンラインストレージに保存する構成にしてもよい。または、画像表示装置１００ｂの画
像蓄積部の容量が不足してきたときに、オンラインストレージに保存する構成にしてもよ
い。
【０１２１】
　第５実施形態によれば、外部のストレージに画像を保存することで画像表示装置１００
ｂに画像の蓄積部を有する必要がなくなる。これによって、装置の簡略化が可能になり、
また、蓄積部の故障による画像データの消失の危険性がなくなる。また、必要最小限の容
量の蓄積部だけを有し、好みの画像だけを保存し、それ以外は、外部のストレージに保存
することで画像の効率的な保存が可能になる。
【０１２２】
　上記第１～第５実施形態は、画像を保存する記憶装置を有する装置全般に広く適用可能
であり、画像表示装置１００、１００ａ、１００ｂとしては、表示／出力部（表示装置）
を有する装置として、パソコン、ディジタル・カメラ、携帯電話、情報端末、画像ビュー
ワ等のモバイル機器に適用可能である。また、上記第１～第５実施形態の画像表示制御装
置２００としては、表示／出力部を有さない装置として、ホームサーバ、ＨＤＤレコーダ
、ＤＶＤレコーダ、ＨＤＤ＋ＤＶＤレコーダ等の民生機器、サーバー、オンラインストレ
ージ等のネットワーク機器に適用可能である。
【０１２３】
　上記実施形態では、以下の項が開示される。
【０１２４】
（項１）
　複数の画像の中からユーザによる嗜好レベルＬが高い画像が表示されるように制御する
画像表示制御装置２００であって、画像の鑑賞履歴の時間に関するデータ（鑑賞時間Ｔｖ
）に基づいて、前記画像の前記嗜好レベルＬを求め、前記画像の嗜好レベルＬに基づいて
、前記嗜好レベルＬが高い画像が表示されるように制御することを特徴とする画像表示制
御装置。
【０１２５】
　項１によれば、ユーザの画像の鑑賞履歴の時間に関するデータ（鑑賞時間Ｔｖ）に基づ
いて、その画像の嗜好レベルＬを求めているので、上記特許文献１と異なり、ユーザが間
違って画像を選択して、すぐ他の画像を選択し直した場合には、その画像の嗜好レベルＬ
は高くならない。嗜好レベルＬを用いることで、正確にユーザのその画像に対する好みを
反映することができる。また、嗜好レベルＬによって、画像の好み度に差をつけることが
できるので、画像を表示させるときに、好み度の高い順に画像を表示させるように制御す
る等の表示の工夫が可能となる。
【０１２６】
（項２）
　複数の画像の中からユーザによる嗜好レベルＬが高い画像が表示されるように制御する
画像表示制御装置２００であって、リスト表示部３０５に表示された複数の撮影日又は保
存日の候補の中から一の撮影日又は保存日が指定されると、情報画面３０１が、前記指定
された撮影日又は保存日の画像が選択されることが可能なサムネイル表示となるように制
御し、前記画像の鑑賞履歴の時間に関するデータ（鑑賞時間Ｔｖ）に基づいて、前記画像
の前記嗜好レベルＬを求め、前記撮影日又は保存日が同じ前記画像の前記嗜好レベルＬの
平均値‾（Ｌｎ）に基づいて、前記撮影日又は保存日を前記候補に入れるか否かを決定す
ることを特徴とする画像表示制御装置。
【０１２７】
（項３）
　複数の画像の中からユーザによる嗜好レベルＬが高い画像が表示されるように制御する
画像表示制御装置であって、リスト表示部３０５に表示された複数の撮影日又は保存日の
候補の中から一の撮影日又は保存日が指定されると、情報画面３０１が、前記指定された
撮影日又は保存日の画像が選択されることが可能なサムネイル表示となるように制御し、
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前記画像の鑑賞実績を示すデータに基づいて、前記撮影日又は保存日が同じ前記画像の数
に占める前記鑑賞実績がある前記画像の数Ｒｎに基づいて、前記撮影日又は保存日を前記
候補に入れるか否かを決定することを特徴とする画像表示制御装置。
【０１２８】
　項２又は項３によれば、候補（リスト表示部３０５）の中からユーザが短時間で好みの
画像を選択（鑑賞）することができる。
【０１２９】
（項４）
　複数の画像の中からユーザによる嗜好レベルＬが高い画像を優先的に表示する画像表示
方法であって、画像の鑑賞履歴の時間に関するデータ（鑑賞時間Ｔｖ）に基づいて、前記
画像の前記嗜好レベルＬを求めるステップと、前記画像の嗜好レベルＬに基づいて、前記
嗜好レベルＬが高い画像を優先的に表示するステップとを備えたことを特徴とする画像表
示方法。
【０１３０】
　項４によれば、上記項１と同様に、ユーザの画像の鑑賞履歴の時間に関するデータ（鑑
賞時間Ｔｖ）に基づいて、その画像の嗜好レベルＬを求めているので、上記特許文献１と
異なり、ユーザが間違って画像を選択して、すぐ他の画像を選択し直した場合には、その
画像の嗜好レベルＬは高くならない。嗜好レベルＬを用いることで、正確にユーザのその
画像に対する好みを反映することができる。また、嗜好レベルＬによって、画像の好み度
に差をつけることができるので、画像を表示するときに、好み度の高い順に画像を表示す
る等の表示の工夫が可能となる。
【産業上の利用可能性】
【０１３１】
　以上のように、本発明にかかる画像表示制御装置は、特に、複数の画像の中からユーザ
の嗜好が反映された画像が表示されるように制御する画像表示制御装置に適している。
【図１】 【図２】
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